








 

さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

１ 概要 

都市再生特別措置法の一部改正に伴い、都市再生特別措置法第１９条の１３及び

第１９条の１４により新たに設けられた駐車場法の特例制度（都市再生駐車施設配置

計画制度）を実施するために必要となる規定の追加を行うもの。 

 

２ 駐車場法の特例制度（都市再生駐車施設配置計画制度）について 

都市再生緊急整備地域においては、都市再生緊急整備協議会が当該地域の一部の実

態に応じ、附置義務駐車施設を建物単位でなく計画区域全体でその位置と規模を最適

化する「都市再生駐車施設配置計画」を作成し、それに伴い、計画区域内において附

置義務駐車施設を設ける建築主は、当該配置計画に即して駐車施設を設けることとな

るため、まちづくりと一体となった附置義務駐車施設の整備が可能となる。 

 

３ 大宮駅周辺地域都市再生駐車施設配置計画について 

大宮ＧＣＳプラン２０２０の個別整備計画の一つ 

として、「大宮駅周辺地域都市再生駐車施設配置計 

画（案）」が令和５年８月に都市再生緊急整備協議 

会において承認され、条例の一部改正に併せて令和 

５年１０月に策定されたため、計画区域内において、 

配置計画に基づく駐車施設の整備が可能となる。 

  ［計画区域］ 

   大宮区宮町 1丁目、宮町 2 丁目の一部、大門町 1 丁目、大門町 2丁目、大門町 3丁目の 

一部、仲町 1 丁目、仲町 2丁目、仲町 3丁目、下町 1丁目、下町 2 丁目及び錦町の一部 

 

３ 条例の制定日 令和５年１０月２６日 

４ 施行期日   令和６年５月１日 

 問い合わせ先（大宮駅周辺地域都市再生駐車施設配置計画について） 

都市局 都心整備部 東日本交流拠点整備課 

住所 大宮区吉敷町 1-124-1（大宮区役所 6 階） 

電話番号 048-646-3282 FAX 番号 048-646-3292 

E-mail  higashinihon-kyoten-seibi@city.saitama.lg.jp 
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